
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）

改

正

後

改

正

前

（
空
売
り
に
係
る
有
価
証
券
の
借
入
れ
の
決
済
）

第
二
十
六
条
の
六

何
人
も
、
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
が
行
わ
れ
る
旨
の

（
新
設
）

公
表
が
さ
れ
て
か
ら
当
該
有
価
証
券
の
発
行
価
格
又
は
売
出
価
格
が
決
定
さ
れ

る
ま
で
の
期
間
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
に
お
い
て
当
該
有
価
証
券
と

同
一
の
銘
柄
に
つ
き
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
空
売
り
又
は
そ
の
委
託

若
し
く
は
委
託
の
取
次
ぎ
の
申
込
み
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
募
集
又
は
売

出
し
に
応
じ
て
取
得
し
た
有
価
証
券
に
よ
り
当
該
空
売
り
に
係
る
有
価
証
券
の

借
入
れ
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
）

の
決
済
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
そ
の
他
の

内
閣
府
令
で
定
め
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
開
設
す
る
店
頭
売
買
有

価
証
券
市
場
に
お
け
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
売
付
け
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取

引
そ
の
他
の
内
閣
府
令
」
と
あ
る
の
は
、
「
内
閣
府
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。
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附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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